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株主各位

証券コード　1795
（発送日）2025年12月５日

（電子提供措置の開始日）2025年12月２日
株 主 各 位

東 京 都 江 東 区 佐 賀 一 丁 目 ９ 番 1 4 号
株 式 会 社 マ サ ル
代表取締役社長 勝 又 　 健

【当社ウェブサイト】
https://www.masaru-co.jp/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第70回定時株主総会招集ご通知
　拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第70回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電
子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれか
のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「招集通知」を順に選択いただき、ご確認
ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載
しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「マサル」又は「コード」に当社証券
コード「1795」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することが
できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年12月23日（火曜日）午後５時
30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

－ 1 －



2025/11/21 18:39:20 / 25267309_株式会社マサル_招集通知_電子提供措置用

株主各位

１．日 時 2025年12月24日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都江東区佐賀一丁目９番14号

マサル本社ビル２階
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第70期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告、連結計算書類
　　並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第70期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
議案 剰余金処分の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
⑵ インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効

なものとしてお取り扱いいたします。
⑶ インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑷ 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、画面の
案内に従って、前記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
　なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁及び５頁の「インターネットによる議
決権行使のご案内」をご確認ください。

［書面による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、前記の行使期限までに到着するようご返送
ください。

敬　具

記

以　上
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株主各位

 
◎　株主総会にご出席された株主様へのお土産のご用意はございません。
◎　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま

す。
◎　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト

においてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。
◎　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送

りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、お
送りする書面には記載しておりません。
①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」「会社の支配に関する

基本方針」「剰余金の配当等の決定に関する方針」
②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査
報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

　なお、今後の状況変化により、上記対応を変更する場合がございます。その際は、当社ウェブサイト
（アドレスhttps://www.masaru-co.jp/）にて変更事項の案内をさせていただきます。
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インターネットによる議決権行使のご案内

行使
期限

2025年12月23日（火曜日）
午後５時30分入力完了分まで

インターネットによる議決権行使のご案内

　

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

「スマート行使」での議決権行使は１回に
限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お
手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権
行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パ
スワード」を入力してログイン、再度議決権行
使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ
トへ遷移できます。

※議決権行使書はイメージです。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。

1 議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。また、インターネットによって複数回数、又はパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された
場合は、最後に行なわれたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　
議決権行使ウェブサイトにアクセスして
ください。

1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2 「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3 「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

4
※操作画面はイメージです。

議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の通信料金及び通信料等は株主様のご負担となります。
インターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用いただけない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

（受付時間　9：00～21：00）

－ 5 －
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剰余金処分の件

株主総会参考書類

議案　剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　第70期の期末配当につきましては、株主の皆様への利益還元を最も重要な経営課題の一つと位置づ
け、業績に裏付けされた利益配分を安定的且つ継続的に行うことを基本に、当期の業績並びに今後の
事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
１．配当財産の種類

金銭といたします。
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金160円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は142,334,880円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日
2025年12月25日といたしたいと存じます。

以　上
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当事業年度の事業の状況

（2024年10月 1 日から
2025年 9 月30日まで）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における世界経済は、依然として地政学的・政治的な不確実性を抱える状況が続
いております。米国ではトランプ前大統領の復権により通商・安全保障政策の再編が進む一方、中
東ではパレスチナ情勢の緊迫化が長期化の様相を呈し、国際的な資源価格や物流コストの変動リス
クが高まっています。
　国内においては、高市政権の発足により経済政策・財政運営の方向性が新たな局面を迎えるな
か、自公連立の終焉と自維連立による新たな政治体制のもとで、成長戦略の再構築に向けた動きが
加速しています。
　こうした国際・国内情勢の変化のなか、当連結会計年度の我が国経済は、一部に弱めの動きもみ
られるものの、緩やかに回復しています。個人消費は徐々に回復軌道に乗りつつあり、賃上げや物
価上昇も実体経済に一定の影響を及ぼしています。
　首都圏の非居住用建物の着工床面積については、前年同期比で減少し、工事費予定額についても
減少しています。着工時点での工事費予定額平米当たり単価については、労務費、材料費等の価格
上昇も影響し、前年に引き続き増加しています。
　東京都心５区におけるオフィス賃貸市場では、移転や拡張、分室開設、集約・統合など多様なニ
ーズによる成約がみられ、空室率は低下しました。大規模ビルでの成約は年間を通じて継続し、既
存ビルでも安定した需要が確認されるなど、高稼働の動きが広がっています。賃料は２万円/坪を
上回る水準で推移しており、足元でも上昇が続いています。
　このような経営環境のなか、2021年10月から2030年９月までの９ヵ年に及ぶ長期経営計画『～
100年選ばれ続ける会社を目指す！～』のもと、急激に変容していく経営環境の中でも永続的な成
長ができる総合専門工事会社となることを目指しております。テーマとして、１．「ゼネコン上位
10社でのシェアＮｏ．１」、２．「ＲＯＥ15％」、３．「成長性分野開拓」、を最終年度の達成
目標として掲げ、ＳＤＧｓへの取り組みも強化し長期的視野で着実な態勢整備と業務推進により業
容の拡大、業績の向上を図ってまいりました。

－ 7 －
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当事業年度の事業の状況

　推進するテーマに変更はありませんが、次のとおりテーマごとに取組んでまいりました。
1.「ゼネコン上位10社でのシェア№.１」

⑴　営業力強化　：営業力強化：リスク管理を前提とした合理的な受注、直接受注顧客の増強
⑵　受注領域拡大：ワンストップ提案によるセット受注推進、新工法にも対応した施工・資材

の提供
2.「ＲＯＥ15％」

⑴　生産性向上　：採算性に留意した最適配置、技能職部門強化、社員エンゲージメントの取
組み

⑵　現場力の強化：着工前事前検討会の徹底、現場パトロール強化による社員教育と育成
3.「成長性分野開拓」

⑴　マサルグループ内連携強化：各社機能の統合や合理化への取組み
⑵　新たな事業領域への進出　：投資を伴うシナジー事業領域開発、海外事業の模索

　受注活動につきましては、採算性に留意しながら、新築市場、改修市場、子会社セグメント市場
において安定的な受注基盤確保のため、積極的に行ってまいりました。また、受注案件における工
期の長期化や資材・労務費の上昇が収益に与える影響を踏まえ、見積精度の向上および原価管理体
制の強化などリスク管理の徹底にも留意してまいりました。

　この結果、当連結会計年度の経営成績は、受注高は127億60百万円となりました。売上高につき
ましては106億47百万円となりました。利益につきましては営業利益６億38百万円、経常利益６億
58百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は４億５百万円となりました。
　各事業の業績は、次のとおりであります。

（建設工事業）
　売上高は91億65百万円となりました。営業利益につきましては、５億68百万円となりました。
受注高につきましては、83億11百万円となりました。

（設備工事業）
　売上高は14億84百万円となりました。営業利益につきましては69百万円となりました。受注高
につきましては、44億49百万円となりました。

－ 8 －
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当事業年度の事業の状況

当 期 中 の 主 な 完 成 工 事 当 期 末 の 主 な 手 持 工 事

新築防水
工 事

三田ガーデンヒルズ（南棟） (大成建設㈱) 日本橋一丁目中地区再開発Ｃ街区 (清水建設㈱)
ＨＡＲＵＭＩ　ＦＬＡＧ
ＰＡＲＫ　ＶＩＬＬＡＧＥ　Ｔ棟 (三井住友建設㈱) 品川駅北周辺開発３街区 (㈱大林組)

豊洲セイルパーク（ＴＯＹＯＳＵ
ＳＡＩＬ　ＰＡＲＫ） (鹿島建設㈱) 囲町東地区Ａ敷地住宅棟 (東急建設㈱)

ＴＡＫＡＮＡＷＡ　ＧＡＴＥＷＡＹ
ＣＩＴＹ
（高輪ゲートウェイシティ）
ＴＨＥ　ＬＩＮＫＰＩＬＬＡＲ　１

(㈱大林組) ＷＴＣ浜松町駅西口開発計画
本館Ａ－１ (鹿島建設㈱)

麻布台ヒルズレジデンスＢ (三井住友建設㈱) 浦和駅西口南高砂再開発 (前田建設工業㈱)

改修工事

浦安ブライトンホテル東京ベイ
外壁改修工事 (鹿島建設㈱) 霞が関ビルディング外壁改修工事 (鹿島建設㈱)

住友不動産飯田橋ファーストビル (三井住友建設㈱) ニューピア竹芝ノースタワー
改修工事 (大成建設㈱)

インターコンチネンタル東京ベイ
外壁シール他更新工事 (前田建設工業㈱) 明治安田生命ビル外装調査

シーリング工事 (㈱竹中工務店)

清湘会記念病院外壁改修工事 (西松建設㈱) 三菱ビル外壁シーリング改修工事 (㈱竹中工務店)
富士通ゼネラル空調技術棟
外壁改修工事 (㈱竹中工務店) テレコムセンタービル高層棟東工区

塔屋階シーリング更新 (大成建設㈱)

直接受注
工 事

ゆりが丘ヴィレッジ大規模修繕工事 (管理組合) ロゼオ水戸モール棟屋上防水
改修工事 (施主直)

東陽駅前ビル改修工事2期 (施主直) 株式会社升本　事務所ビル・倉庫
外装修繕工事 (施主直)

市川市千鳥町物流センター外壁等
改修工事 (施主直) サンフル日吉本町ガーデンハウス

大規模修繕工事 (管理組合)

　　　　受注高・売上高・繰越高 （単位：千円）
区 分 前 期 繰 越 高 当 期 受 注 高 当 期 売 上 高 次 期 繰 越 高

新 築 防 水 工 事 2,714,503 3,340,332 3,485,337 2,569,498

改 修 工 事 2,576,658 3,256,822 3,996,755 1,836,725

直 接 受 注 工 事 621,823 1,714,084 1,664,111 671,796

合 計 5,912,985 8,311,239 9,146,204 5,078,019

（参考）当社の事業の状況は次のとおりです。
当期中の主な完成工事及び当期末の主な手持工事（名称を一部簡略化しております。）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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当事業年度の事業の状況

②　設備投資の状況
　該当事項はありません。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

－ 10 －
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直前３事業年度の財産および損益の状況

区 分 第67期
2022年９月期

第68期
2023年９月期

第69期
2024年９月期

第70期
2025年９月期

受 注 高 (千円) 7,997,465 9,390,305 8,822,303 12,760,567

売 上 高 (千円) 6,959,599 8,635,485 8,947,614 10,647,689

経 常 利 益 (千円) 232,940 522,105 421,161 658,551

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (千円) 191,409 344,757 277,432 405,234

１株当たり当期純利益 　(円) 218.58 391.73 313.54 455.94

純 資 産 (千円) 4,453,227 4,754,099 4,940,143 5,277,444

総 資 産 (千円) 6,544,767 7,540,025 8,394,129 8,806,700

区 分 第67期
2022年９月期

第68期
2023年９月期

第69期
2024年９月期

第70期
2025年９月期

受 注 高 (千円) 7,215,911 8,153,933 8,107,999 8,311,239

売 上 高 (千円) 6,160,611 7,736,436 8,041,206 9,146,204

経 常 利 益 (千円) 164,563 450,308 421,889 571,870

当 期 純 利 益 (千円) 156,393 304,239 306,380 379,994

１株当たり当期純利益 　(円) 178.60 345.70 346.26 427.54

純 資 産 (千円) 4,145,872 4,406,226 4,621,218 4,933,279

総 資 産 (千円) 6,113,173 6,824,505 6,922,257 7,188,750

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

②　当社の財産及び損益の状況
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重要な親会社および子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社マサルファシリティーズ 90,000千円 100％ 空調・冷暖房・給排水等の設備工事

空気設備工業株式会社 20,000千円 100％
（注）

排気装置を主体とした乾燥・塗装装置、
集塵装置等の産業用機械の組立・設置・
メンテナンス

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）当社の議決権比率は、間接保有を含んでおります。

－ 12 －
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対処すべき課題

⑷　対処すべき課題
　当社グループは2021年10月から2030年９月までの９ヵ年に及ぶ長期経営計画『～100年選ばれ
続ける会社を目指す！～』のもと、急激に変容していく経営環境の中でも永続的な成長ができる総
合専門工事会社となることを目指します。テーマとして、１．「ゼネコン上位10社でのシェアＮ
ｏ．１」、２．「ＲＯＥ15％」、３．「成長性分野開拓」、を最終年度の達成目標として掲げ、Ｓ
ＤＧｓへの取り組みも強化し長期的視野で着実な態勢整備と業務推進により業容の拡大、業績の向
上を図ってまいります。
　推進するテーマに変更はありませんが、以下の経営施策を着実に実行し、業容拡大、収益確保を
図ってまいります。
1.「ゼネコン上位10社でのシェア№.１」
⑴　営業力強化　：営業情報共有

受注体制の大幅な強化
⑵　受注領域拡大：工種の拡充（仮設工事との業務提携、設備、原状復旧）

改修チームの連携強化による受注戦略の再構築
2.「ＲＯＥ15％」
⑴　生産性向上　：着前検討会の強化と評価

主要協力会社との連携強化により、施工品質の統一基準を設定
⑵　現場力の強化：専門知識研修の継続とＯＪＴによる知識の習得

協力会社の施工能力向上と現場作業員確保
改修チームの連携による人員補完力の強化

3.「成長性分野開拓」
⑴　戦略的投資　：周辺分野へのＭ＆Ａの推進

周辺分野における企業との業務提携、資本提携

　更に、次期連結会計年度の受注活動につきましては、新築市場、改修市場、子会社セグメント市
場において安定的な受注基盤確保のため、採算性に留意しながら引き続き積極的に行い、受注案件
における工期の長期化や資材・労務費の上昇が収益に与える影響を踏まえ、見積精度の向上および
原価管理体制の強化などリスク管理の徹底にも留意してまいります。
　また、子会社経営管理にも注力する他、引き続き、成長領域と捉えている直接受注市場の開拓や
成長分野への投資にも取り組んでまいります。

－ 13 －
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長期経営計画について

長期経営計画方針（2021年10月～2030年９月）
～　100年選ばれ続ける会社を目指す！～

　株式会社マサルグループは、経営理念に基づき社会的責務を果たすべく、ＳＤＧｓへの取り組みも
強化し、全てのステークホルダーから信頼され、持続的に成長、発展する企業を目指します。長期経
営計画では挑戦的な３つのテーマを掲げ、長期的視野で着実な体制整備と業務推進により業容の拡
大、業績の向上を図り、100年選ばれ続ける会社を目指します。

総合専門工事会社
売上高200億円！

ゼネコン10社シェアNO.１
【営業力強化】

・リスク管理を前提とした合理的な受注
・直接受注顧客の増強

【受注領域拡大】
・ワンストップ提案によるセット受注推進
・新工法にも対応した施工・資材の提供

ROE15％
【生産性向上】

・採算性に留意した最適配置
・技能職部門強化
・社員エンゲージメントの取組み

成長分野開拓
【マサルグループ内連携強化】
・各社機能の統合や合理化への取組み
【新たな事業領域への進出】

・投資を伴うシナジー事業領域開発
・海外事業の模索【現場力の強化】

・着工前事前検討会の徹底
・現場パトロール強化による社員教育と育成

【財務基盤の整備】
・フリーキャッシュ・フローの最大化

⑸　長期経営計画について
　長期経営計画（2021年10月～2030年９月）を策定し、スタートしております。

－ 14 －
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主要な事業内容、主要な営業所および工場

建設工事業 新築防水工事
改修工事
直接受注工事

設備工事業 空調・冷暖房・給排水等の設備工事
排気装置を主体とした乾燥・塗装装置、集塵装置等の産業用機械の
組立・設置・メンテナンス

⑹　主要な事業内容（2025年９月30日現在）

当社　本社 東京都江東区佐賀一丁目９番14号
当社　営業所 第１営業部　　　（東京都江東区）

第２営業部　　　（東京都江東区）
たてもの改装部　（東京都江東区）
横浜営業所　　　（神奈川県横浜市）

㈱マサルファシリティーズ 東京都大田区蒲田三丁目23番７号
空気設備工業㈱ 大阪府大阪市西淀川区佃五丁目９番２号

⑺　主要な営業所及び工場（2025年９月30日現在）

－ 15 －
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従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 部 門 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

建設工事業 129名 8名増

設備工事業 30名 2名減

報告セグメント計 159名 6名増

全社（共通） 12名 1名減

合　　　計 171名 5名増

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

137名 6名増 45.2歳 12.1年

⑻　従業員の状況（2025年９月30日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）全社（共通）として記載している従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

②　当社の従業員の状況

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 127,920千円

株 式 会 社 南 都 銀 行 124,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 70,838

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 58,000

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 23,000

⑼　主要な借入先の状況（2025年９月30日現在）

⑽　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 3,460,000株
②　発行済株式の総数 901,151株
③　株主数 1,157名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 　 操 　 上 145,000株 16.30％

マ サ ル 協 力 企 業 持 株 会 45,840 5.15

化 研 マ テ リ ア ル 株 式 会 社 43,100 4.84

マ サ ル 従 業 員 持 株 会 26,560 2.99

苅 谷 　 純 26,545 2.98

野 口 興 産 株 式 会 社 26,420 2.97

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 25,840 2.90

株 式 会 社 　 苅 　 谷 24,900 2.80

勝 又 　 健 20,300 2.28

シ ー カ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 16,300 1.83

株　式　数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 1,900株 ５名

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2025年９月30日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）１．当社の株式報酬の内容につきましては、「２．⑶ ④　取締役及び監査役の報酬等の総額」に記
載しております。

２．上記は、退任した会社役員に対して交付された株式も含めて記載しております。
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新株予約権等の状況

⑵　新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権

の状況
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 苅 谷 　 純

代表取締役社長 勝 又 　 健 株式会社マサルファシリティーズ　取締役
空気設備工業株式会社　監査役

取 締 役 副 社 長 操 上 悦 郎 株式会社イノベイト　代表取締役社長

取 締 役 髙 　 橋 　 聡 一 郎 営業推進室長 兼 安全環境部担当
株式会社イノベイト　取締役

取 締 役 蛭 子 屋 　 新 　 一 営業推進室副室長（設計施主・営業情報分析担当）

取 締 役 七 海 　 覚 行政書士　七海覚行政書士事務所　代表

取 締 役 細 渕 　 英 男 株式会社マサルファシリティーズ　顧問
サンユー建設株式会社　社外取締役

常 勤 監 査 役 中 島 一 三

監 査 役 柴 谷 　 晃 弁護士　新八重洲法律事務所
株式会社日本ハウスホールディングス　社外取締役

監 査 役 石 戸 喜 二 株式会社マサルファシリティーズ　監査役
公認会計士　石戸公認会計士事務所　所長

⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2025年９月30日現在）

（注）１. 取締役七海覚氏及び細渕英男氏は社外取締役であります。
２. 監査役柴谷晃氏及び石戸喜二氏は社外監査役であります。
３. 常勤監査役中島一三氏は、長年にわたり当社のあらゆる部門の業務に携わっており、実務的な視

野からのリスク管理において相当程度の知見を有しております。
４. 監査役柴谷晃氏は、弁護士の資格を有しており企業法務等に関する相当程度の知見を有しており

ます。
５. 監査役石戸喜二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。
６. 当社は、取締役七海覚氏及び細渕英男氏、監査役柴谷晃氏及び石戸喜二氏を、一般株主と利益相

反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
７. 2024年12月25日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって、取締役近藤雅広氏及び野口修氏

は任期満了により退任いたしました。
８. 2025年９月30日をもって、山﨑栄一郎氏は専務取締役を辞任により退任いたしました。なお、

退任時における担当はグループ連携室担当、重要な兼職は株式会社マサルファシリティーズ　代
表取締役社長及び空気設備工業株式会社　代表取締役会長でありました。
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会社役員の状況

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、10,000千円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており
ます。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は各監査役が責任の原因となっ
た職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
しており、被保険者がその職務の執行に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたこ
とにより、被保険者が被る損害について填補することとしております。ただし、当該保険契約は
被保険者の業務の適正のための免責金額が設定されており、故意又は重過失に起因して生じた損
害は填補されない等、一定の免責事項があります。
　被保険者の範囲は以下のとおりであります。

・　取締役、監査役
・　執行役員
・　会社法上の重要な使用人

　なお、その保険料については全額会社が負担しております。
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会社役員の状況

④　取締役及び監査役の報酬等の総額
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年11月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる
決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容につい
て任意の報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定
方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申
が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
ａ．基本報酬に関する方針

基本報酬につきましては、取締役会において報告される年間の業務執行内容等を参考にした
評価を任意の報酬委員会に諮問し、その答申を受け役位ごとに個々の固定報酬額を決定して
おります。

ｂ．業績連動報酬等に関する方針
業績連動型報酬制度につきましては、取締役の報酬と業績等との連動を高めることにより、
適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めることにも繋がると考え導入してお
ります。業績連動報酬の額、算定方法につきましては、取締役会の諮問を受けた任意の報酬
委員会の答申を尊重して決議される「マサルグループ取締役・執行役員業績連動型報酬制
度」において定められております。

ｃ．非金銭報酬等に関する方針
株式報酬制度につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
もに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。個々の付与株
数、譲渡制限解除時期等の個別契約内容の詳細については取締役会で決定いたします。

ｄ．報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は毎月支給しております。業績連動報酬を支給する場合は、年１回、12月に支払い
ます。非金銭報酬等である譲渡制限付株式は、定時株主総会後の取締役会において詳細を決
議し、毎年一定の時期に支給いたします。

ｅ．報酬等の決定に関する事項
取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された限度額の範囲内で、任意の報酬委員会
に諮問し、その答申を尊重して取締役会で決定されております。なお、報酬委員会は代表取
締役社長及び独立役員の他、任命されたオブザーバー等で構成されております。

－ 21 －



2025/11/21 18:39:20 / 25267309_株式会社マサル_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

区　　　分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取 締 役

（ う ち 社 外 取 締 役 ）
163,455

(7,350)
104,760

(7,350)
50,657

(－)
8,038

(－)
10
(2)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

14,400
(7,200)

14,400
(7,200)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

177,855
(14,550)

119,160
(14,550)

50,657
(－)

8,038
(－)

13
(4)

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬等の額には、2024年12月25日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任し
た取締役２名及び2025年９月30日付で辞任により退任した取締役１名の在任中の報酬等の額が
含まれております。

２. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 業績連動報酬についての指標は、個別決算における業績連動報酬計上前の経常利益を基準として

おります。これは当該基準が当社グループにおける親会社及び連結子会社の経営責任を明確に
し、各社毎の業績及び収益力を最も端的に示すと判断したからであります。単体ベースで計算さ
れた各自の業績連動報酬の総額については、親会社・子会社での勤務割合によって按分支給する
こととし、業績連動報酬の合計額は、子会社取締役及び取締役兼執行役員を含む全体で、
100,000千円を上限といたします。また、取締役及び取締役兼執行役員の報酬等（子会社取締役
及び取締役兼執行役員を含む）の合計金額は240,000千円を超えないものとしておりますため、
報酬等の合計が240,000千円を超える場合においては、上限金額の範囲内で合理的に業績連動報
酬を支給するものといたします。当事業年度における当該業績連動報酬に係る業績指標の実績に
ついては、651,219千円であります。

４. 非金銭報酬等の総額は当事業年度に費用計上した額であります。内容は当社の株式であり、割当
ての際の条件等は「イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、
当事業年度における交付状況は、「２．⑴ ⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員
に対し交付した株式の状況」に記載しております。

５. 取締役の報酬限度額は、2008年６月開催の第52回定時株主総会において年額240,000千円以内
（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議しております。当該株主総会
終結時点の取締役の員数は、６名であります。
なお、2017年12月開催の第62回定時株主総会において当該報酬限度額の範囲内で取締役（社外
取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬として年額15,000千円以内と決議しておりま
す。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、８名（うち、社外取締役は１名）であります。

６. 監査役の報酬限度額は、2008年６月開催の第52回定時株主総会において年額20,000千円以内と
決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名であります。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 兼 職 す る 法 人 等 兼職の内容

取 締 役 七　海　　　覚 七海覚行政書士事務所 代表

取 締 役 細　渕　英　男 株式会社マサルファシリティーズ
サンユー建設株式会社

顧問
社外取締役

監 査 役 柴　谷　　　晃 新八重洲法律事務所
株式会社日本ハウスホールディングス

弁護士
社外取締役

監 査 役 石　戸　喜　二 株式会社マサルファシリティーズ
石戸公認会計士事務所

監査役
所長

出席状況及び発言状況
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役

　七　海　　　覚

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。
建設業における長年の経験と豊富な知識を活かし、客観的で広範かつ高度な視野
から公正な意見の表明を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。

社外取締役

　細　渕　英　男

2024年12月25日就任以降、当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席
いたしました。
建設業における長年の経験と豊富な知識を活かし、当社グループ会社の事業連携
や経営への指導・助言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。

社外監査役

　柴　谷　　　晃

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査役会６回の全てに出
席いたしました。
弁護士として主に法務的な見地から、公正な意見の表明を行い、取締役会及び監
査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりま
す。

社外監査役

　石　戸　喜　二

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査役会６回の全てに出
席いたしました。
公認会計士として主に会計もしくは税務的な見地から、公正な意見の表明を行
い、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・
提言を行っております。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

（注）社外取締役及び社外監査役の各兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 27,000千円

⑷　会計監査人の状況
①　名称　　Ｍｏｏｒｅみらい監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出拠出
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬額について同
意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。不再任については特に定めて
おりません。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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連結貸借対照表

（2025年９月30日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
契 約 資 産
完 成 工 事 未 収 入 金
電 子 記 録 債 権
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

6,554,839
3,364,809

24,100
539,644

1,210,812
343,061
860,006
12,173

201,255
△1,024

2,251,860
1,207,170
623,577

582
631

16,538
547,608
18,232

339,112
328,145

5,750
5,216

705,578
165,399
310,622
154,403
147,503
△72,350　

流 動 負 債 2,833,360
工 事 未 払 金 567,304
買 掛 金 12,724
電 子 記 録 債 務 223,194
1年内返済予定の長期借入金 276,242
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 96,000
未 払 法 人 税 等 190,708
契 約 負 債 821,946
リ ー ス 債 務 5,760
賞 与 引 当 金 253,907
役 員 賞 与 引 当 金 69,124
完 成 工 事 補 償 引 当 金 7,353
工 事 損 失 引 当 金 57,723
そ の 他 251,372

固 定 負 債 695,894
社 債 510,000
長 期 借 入 金 127,516
リ ー ス 債 務 18,148
長 期 未 払 金 40,230

負 債 合 計 3,529,255
純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,233,225
資 本 金 885,697
資 本 剰 余 金 1,269,981
利 益 剰 余 金 3,111,670
自 己 株 式 △34,123

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 44,218
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 44,218

純 資 産 合 計 5,277,444
資 産 合 計 8,806,700 負 債 純 資 産 合 計 8,806,700

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

（ 2024年10月 1 日から
2025年 9 月30日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

完 成 工 事 高 10,647,689
完 成 工 事 原 価 8,417,738

完 成 工 事 総 利 益 2,229,950
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,591,794

営 業 利 益 638,156
営 業 外 収 益

受 取 利 息 857
受 取 配 当 金 1,804
技 術 指 導 料 11,704
保 険 解 約 返 戻 金 5,989
受 取 賃 貸 料 4,532
そ の 他 7,161 32,049

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11,204
そ の 他 450 11,654
経 常 利 益 658,551

特 別 損 失
工 事 関 連 対 応 費 39,647 39,647

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 618,904
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 251,291
法 人 税 等 調 整 額 △37,620 213,670
当 期 純 利 益 405,234
親会社株主に帰属する当期純利益 405,234

　連 結 損 益 計 算 書
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貸借対照表

（2025年９月30日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

完 成 工 事 未 収 入 金

契 約 資 産

未 成 工 事 支 出 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

機 械 装 置

工 具 器 具 ・ 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

保 険 積 立 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

5,252,228

2,134,389

24,100

343,061

1,161,550

512,588

880,449

197,112

△1,023

1,936,522

996,700

577,015

242

12,496

392,666

14,279

9,287

4,071

5,216

930,534

165,399

285,844

307,500

104,485

139,655

△72,350　

流 動 負 債 2,135,210
電 子 記 録 債 務 169,034
工 事 未 払 金 489,994
１年内返済予定の長期借入金 214,242
未 払 金 53,888
未 払 費 用 32,780
未 払 法 人 税 等 132,486
契 約 負 債 569,505
リ ー ス 債 務 4,981
賞 与 引 当 金 208,189
役 員 賞 与 引 当 金 50,657
完 成 工 事 補 償 引 当 金 7,353
工 事 損 失 引 当 金 57,723
そ の 他 144,373

固 定 負 債 120,260
長 期 借 入 金 65,516
リ ー ス 債 務 14,514
長 期 未 払 金 40,230

負 債 合 計 2,255,470
純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,889,060
資 本 金 885,697
資 本 剰 余 金 1,269,981

資 本 準 備 金 1,261,600
そ の 他 資 本 剰 余 金 8,381

利 益 剰 余 金 2,767,505
利 益 準 備 金 93,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,674,505

別 途 積 立 金 291,508
繰 越 利 益 剰 余 金 2,382,996

自 己 株 式 △34,123
評 価 ・ 換 算 差 額 等 44,218

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 44,218
純 資 産 合 計 4,933,279

資 産 合 計 7,188,750 負 債 純 資 産 合 計 7,188,750

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（ 2024年10月 1 日から
2025年 9 月30日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

完 成 工 事 高 9,146,204
完 成 工 事 原 価 7,340,987
完 成 工 事 総 利 益 1,805,217

販売費及び一般管理費 1,257,998
営 業 利 益 547,218

営 業 外 収 益
受 取 利 息 45
受 取 配 当 金 1,804
技 術 指 導 料 11,704
受 取 賃 貸 料 3,313
事 務 委 託 費 5,100
そ の 他 5,304 27,272

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,512
そ の 他 108 2,620
経 常 利 益 571,870

特 別 損 失
工 事 関 連 対 応 費 39,647 39,647
税 引 前 当 期 純 利 益 532,223
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 177,532
法 人 税 等 調 整 額 △25,302 152,229
当 期 純 利 益 379,994

損　益　計　算　書
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連結計算書類に係る会計監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年11月19日

株式会社マサル
取締役会　御中

Ｍｏｏｒｅみらい監査法人
東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 浅 井 　 清 澄
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 丸 山 　 清 志

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社マサルの2024年10月１日から2025年９月30日まで
の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社マサル及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告書

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に
関して責任がある。監査人は単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月19日

株式会社マサル
取締役会　御中

Ｍｏｏｒｅみらい監査法人
東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 浅 井 　 清 澄
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 丸 山 　 清 志

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社マサルの2024年10月１日から2025年９月30
日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 32 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第70期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務等の分担を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報
告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役及び会計監査人から当該内部統制の
評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

　監査役会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人Ｍｏｏｒｅみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人Ｍｏｏｒｅみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月20日
株 式 会 社 マ サ ル 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 中 島 一 三 ㊞
社 外 監 査 役 柴 谷 　 晃 ㊞
社 外 監 査 役 石 戸 喜 二 ㊞

　
以　上

－ 34 －



2025/11/21 18:39:20 / 25267309_株式会社マサル_招集通知_電子提供措置用

地図

日本IBM

隅田川

永代橋

隅田川
大橋

東
京
メ
ト
ロ

東
西
線

永
代
通
り

日
本
橋
川

永代二丁目

門前仲町一丁目

みずほ銀行
深川支店

ファミリー
マート

永代橋西

門前仲町
3番出口

三菱UFJ
銀行
深川支店

三菱UFJ
銀行
深川支店

都営地下鉄大江戸線

ガソリンスタンドガソリンスタンド
佐賀一丁目バス停

佐賀一丁目南

至 
門
前
仲
町

至 茅場町 至 水天宮前

ガソリンスタンド

江東永代郵便局

喫茶店
弁当屋

永代河岸通り 佐賀町河岸通り

佐賀一丁目南

佐賀一丁目

佐賀一丁目バス停

永
代
通
り

セブンイレブン

永代橋

株式会社マサル

東
京
メ
トロ半蔵門線

東西線／大江戸線　門前仲町駅
…3番出口より徒歩約10分

半蔵門線　水天宮前駅
…�2番出口より隅田川大橋方面へ徒歩約10分

日比谷線／東西線　茅場町駅
…4b出口より永代橋方面へ徒歩約12分

都営バス／東京駅
…丸の内北口から錦糸町駅前行きに乗車
　（東20又は東22）
　乗車時間：約14分
　「佐賀一丁目」下車徒歩3分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

日　　時

交通のご案内

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

東京都江東区佐賀1-9-14 
マサル本社ビル
株式会社マサル本社

会　　場

2025年12月24日(水曜日)
午前10時(開場：午前9時30分)
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